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代表者メッセージ 

 

体調不良時は、自己申告し養生を取り安静にする。 

「コロナ対策」マスク着用、手洗い、除菌に心掛ける。 

発熱時、体調不良時、濃厚接触者等は、速やかにPCR検

査を受け「陰性」結果が出るまでは出社を控える。 

 
 

取組事項 

 

１．労働安全衛生法や高齢者の医療の確保に関する法律

に基づき、年１回以上、該当する従業員全てに健康診

断を受診させる。 

２．健康診断の結果、健康保持に努める必要がある従業

員に対し、保健指導又は特定保健指導を受けさせる。 

３．健康診断の結果、有所見となった従業員の必要な措

置について、医師の意見を聴いた上で、就業上の必要

な措置を行う。 

４．感染症予防に取り組む。 
   「健康経営®」はＮＰＯ法人健康経営研究会の登録商標です。 

 

 

令和 4 年 9 月 6 日 登録 

令和  年  月  日 更新 

  

 

うちなー健康経営宣言 

 


